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有料職業紹介手数料表 

 
弊社は人材紹介手数料に関し、下記の内容で厚生労働大臣に届出を行い、受理されておりま

す。実際に適用する手数料につきましては、契約書等により下記の範囲内で定めた手数料を

適用させていただきます。 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用 無 

求人受理後、求人者に求職者を紹介

するサービス 

【職業紹介サービス】 

（求人者及び求職者に対する専門的

なアドバイスの提供） 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内

定書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

 ３０ ％  
 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間

が１年を超える場合は最大１年間分）に支払われ

る賃金（内定書や労働条件通知書等に記載されて

いる額）の 

 ３０ ％  
 

手数料負担者は求人者とします。 

 

 

※返戻金制度 

求職者が就業して１ヶ月未満に退社した場合 ······· 手数料額の８０％ 

求職者が就業して３ヶ月未満に退社した場合 ······ 手数料額の１０％ 
 

 

許可番号 １３ - ユ - １２００４４ 

事業所の名称 株式会社クレイブ 

所在地 東京都墨田区錦糸１－１－５ Ａビル５Ｆ 
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